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園庭のこいのぼりがさわやかな風に乗り、気持ち良さそうに泳いでいます。新年度がスタートしてか

らあっという間に 1か月が経ち、新しい環境に緊張していた子どもたちにも笑顔が増えてきました。

色々な遊びや玩具、遊具にも興味を持ち、楽しめるようにもなってきています。連休後は無理なく園生

活のリズムを取り戻せるように、ご家庭と連携を取り合っていきたいと思います。 

5月は身近な自然に触れたり自然の変化を楽しみながら、戸外で元気に遊びを楽しんでいきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

『身近な自然に触れながら戸外で身体を動かして遊ぶ』 

『手洗いうがいを丁寧に行い、健康に過ごす』 

 

めろん組 

一人一人の思いや欲求を受け止め、楽しい雰囲気の中で情緒が安定した生活を送れる

ようにしていきます。戸外では友達や保育者と一緒に思いきり体を動かして遊び、元気に

過ごせるようにしていきます。また身近な生き物に興味関心を持ち、お世話することを楽し

み、夏野菜の生長に期待を持ちながら育てられるようにしていきます。 

ぶどう組 

生活リズムを整えながら、友達や保育士と様々な活動に意欲的に参加し集団活動の楽し

さ、ルールや約束に気づけるようにします。沢山戸外に出て自然のある中で、体を動かす

ことの気持ちよさを感じられるように、また異年齢児との関りを増やし年上へのあこがれや

年下への関わり方を伝えていきます。 

りんご組 

園生活での決まりを覚え、守りながら自分の好きなあそびを通して保育士や友達と関わ

り、満足するまで楽しめるようにしていきます。戸外では草花や虫など、自然に触れ、 

興味・関心を持ち親しめるようにしていきます。 

もも組 

戸外で十分に体を動かしていきながら、少しずつあぶくたったやしっぽとり等の集団遊び 

が楽しめるようにしていきます。また椅子の座り方やお話の聞き方等を繰り返し伝えてい

き、基本的なマナーが身に付くようにしていきます。 

みかん組 

散歩や園庭で好きなあそびをみつけ、身体を動かし楽しめる様にしていきます。食事や

午睡も一人一人のペースに合わせ、丁寧に関わっていく事で安心して過ごし、体調管理

にも十分気を付けながら過ごしていきます。 

いちご組 

戸外では散歩車に乗り外気浴を楽しんだり、室内ではつかまり立ちやハイハイ、ずりばい

など身体を十分に動かし、丈夫な体作りをしていきます。又、離乳食や授乳など一人一人 

に合わせながら丁寧に進め、安心して過ごせるようにしていきます。 

 

 

 

５月の園だより 

５月の保育目標 
 



たてわり保育・自由保育 
 

３歳～５歳の子どもたちが毎月 1回楽し

みにしているたてわり保育と自由保育につ

いて園内の階段に掲示しました。 

毎月担当保育士が子どもたちが楽しめるよ

うに考えています。 

今年度のたてわりペアと、4月の自由保育

の様子、目的などを展示していますので是

非お子さんと一緒にご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ５月の行事予定 
７日（金）乳児健診（０歳）身体測定 

１２日（水）自由保育（３、４、５歳） 

１３日（木）蓮根図書館おはなし会（幼児） 

１５日（土）保護者会 

１８日（火）リズム教室 

１９日（水）縦割り保育（３、４、５歳） 

２０日（木）ポコちゃん教室（３、４、５歳） 

２７日（木）避難訓練 

２８日（金）誕生日会 

☆毎週月曜日は体操教室があります 

（３，４，５歳） 

五月晴れの空をこいのぼりが力強く泳いで

います。端午の節句の起源は、体調を崩す人

が多い５月に虫や蛇の苦手な強い 

匂いのするショウブを用いて厄除 

けをしたと言われています。 

ショウブは湯船に浮かべると 

血行促進などの効果があり頭に 

巻くと賢い子に育つという言い 

伝えもあります。 

 

緊急事態宣言が 

発令されました！ 
 

☆感染防止対策を行い、通常通り保

育を行いますが、在宅、テレワー

ク、育児休業中の方で家庭保育が

可能な方は、ご自宅での保育をお

願いいたします。 

☆お子さまやご家族に発熱、風邪症

状等見られる場合は登園を控えて

ください。 

☆引き続き園内マスクの着用、玄関

での消毒をお願いいたします。 

☆ゴールデンウイーク中は規則正し

い生活を心掛け、食事と睡眠をし

っかり取り健康に過ごしましょ

う。 

自転車のルールって？ 

道路交通法では自転車は「車両」です。 

ルールを再確認し、交通事故に遭わない

ように注意をしましょう！ 

●原則として車道を通行 

●車道は左側通行 

●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

●同情する子どもはヘルメットを使用 

登降園時はルールを守り、安全運転を 

心がけましょう。 

お知らせ 
☆５月１５日（土）保護者会があります。 

詳細につきましては後日お知らせいたします。 

 

☆園からのお知らせ、行事についての連絡事項等、

保育園一斉メールにて送信しています。登録がま

だの方は登録をお願いいたします。 

（登録は 1年に 1度必要になります） 

登録の仕方が分からない等ありましたらお気軽に 

職員にお声掛けください。 

端午の節句 

 


